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会議‘ 等 報 告書

平成29年12月28日（木）

報告者：三浦

件 名 第5回東海第二地域原子力防災協議会作業部会

詈筐□正言m:30三戸豆ロロニ

1.あいさつ
内閻府政策統括官（原子力防災担当）

•UPZ圏内 14市町村をまわり意見交換をしてきた。その意見交換で主な内容をまとめ
て，懸念される案件を共有し，今後何ができるのか，できないのか，イメ;,_ジを徐閃に
固めていければと考えている。J

2．．議．題
(1)避難計画の充実化について j 

【資料1】:PAZ • UPZ内の14自治体との意見交換における主なご意見について
内容．·資料参照~ 鴫 ~ 

内閻府：いただいたご意見等は全て統括官まで話はしている。整理した概要を都合よく
まとめているだけではない。いただいたご意見は，内閣府・県としてもしつかりと
検詞していき，地域防災計画の拡充に努めていく。

【資料2】：茨城県0FC（オフサイトセンター）図上演習の成果の概要 ， 

内容：資料参照 (11/9.10 小田倉主幹出席）

【資料3】：東海第二発電所に係る避難計画の検討の深化に向けて ・

内容：資料参照

・内閣府としては，「要支援者民間企業の従業員の避難オペレーション」「屋内退避の
有効性の理解1足進」に力を入れていくとのこと。

•他の地域でこれまで整理した内容を使いながらやっていけといわれたので，そういっ
たかたちで進めていきたいと考えている。しかし，この地域には他の地域のものをそ

のまま使えるとは思っていない。この作業部会でそういった議論をさせていただき，
どういったものがフィッティングするのかをやるのが来年の仕事かなと思づている。

・避難計画は複合災害想定でやっていく。それ以外の選択肢はない。大地震・大津波を
想定する際には，東日本大震災の経験が生きると思っている。そうったデータを整理
して議論していきたい。
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別紙

第 5回東海第二地域原子力防災協議会作業部会について（復命）

標記会議に出席しました。内容は下記のとおりです。

記

1 日時 平成 29年 12月 21日（木） 10時 30分から 11時 45分まで

2 場所 東海村役場行政棟 5階原子力視察室

3ー 出席者

日立市：七井課長、永井

※出席機関は、別紙参加者一覧のとおり

4 内容

内閣府が 行っ た PAZ、U PZの 14自治体との意見交換結果等を

踏まえ、今後の進め方について説明があった。主な内容は以下のとお

り。

(1) 緊急時対応における災害の想定について、原子力発電所の単 独

事故は想定しにくいため、大規模地震、津波が発生する複合災 害

を想定していくこと。

(2) 来年度は、要配慮者、民間企業の従業員等の一時滞在者等の対

象者数の実態把握や移動手段の確保等の課題について取り組んで

いく予定。

(3) 原発から 10km圏内に要配慮者を避難させる施設を新設・改修す

る場合は、国の原子力災害対策事業費補助金（補助率 10/10)を活

用してほしい。

以 上
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出席者

第 5回東海第二地域原子力防災協議会

作業部会

平成 29年 12月 21日（木）

10: 30,.......,,11: 32 

内閣府、原子力規制庁、経済産業省

茨城県：原対課、薬務課、厚生総務課、保健予防課、道路維持課、

保健体育課健康教育推進室

市町村： UPZ圏内 14市町村担当職員

当市：小橋課長、秋山総括補佐、記録者

オブザーバー：日本原子力発電（株）

ー記録者 1 海野

場所 I
ー 東海村役場行

政棟 5階原子力視察研修室

全国 13地域に設置された地域原子力防災協議会のうち、本県では東海第二地域原

子力防災協議会が設置されており、第 5回の作業部会が開催された。

【議題】

1 避難計画の充実化について

（資料 1) PAZ, UPZ内の 14自治体との意見交換における主な意見

•本年 9 月～ 11 月にかけ、 PAZ 及び UPZ の 14 自治体に、内閣府・規制庁・茨
城県等の職員が訪問し、各自治体と意見交換を実施。

（資料 2)茨城県 OFC図上演習の成果の概要

•平成 29 年 1 1月 9• 10日、茨城県原子カオフサイトセンターにて、 67名の

参加者が茨城県 OFC図上演習を実施。

（資料3) 東海第二発電所に係る避難計画の検討の深化に向けて

（資料 4) 東海第二地域の緊急時対応の策定ステップ（イメージ素案）

・自然災害などの複合災害を想定した緊急時対応を検討する

2 その他
日本原子力発電（株）東海第二発電所の視察を実施 (13:00,,...__,16: 00) 

Q&A 

Q ：作業部会でも検討課題があるが、各自治体の計画も課題を残したままの途中経

過的なものでも策定は有りなのか。

A ：茨城県の計画も課題がある状況。実効性のある緊急時対応を作成する必要があ

るが、各自治体の計画に課題があってもやむを得ないと考えている。課題が解

消されたものから、計画を修正していくことになるのではないか。

Q:緊急時対応の策定がされてから再稼動となるのか？

A:法律上の制約はないが、これまでに再稼動となった地域では、緊急時対応が策

定されている。
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会議報告書

市・長 1副市長 1部長 I課長 IG L 課．員

⑤
 

◎ ⑮麿
情報公開 I公開・ 部分公開 非公開 保存期間 I. 永・・ 10 5 ・ 3 1 

り

報告月日 I平成29年12 月 21. 日｀ I· 報告者． I危機対策課補佐•長久保有

協議事項 I第5回東海第二地域原子力防災協議会作業部会

日 時 I平成2.9年12月21日（木） 午前 10時30分～午前 11時30分

゜
場．所 東海村役場行政棟5階原子力視察研修室

直貪者 1・別紙のと至り（高荻市ー”ー文寸策課篠原課長、長久保）

1. あいさつ［内閣府細野地域原子力防災推進官］

9月から 11月にかけて 14自治体を訪問した内容をまとめた。その中で出てきた課題を共有

するため、今回の作業部会を設定した。・よって、いつもより内容は薄めである。午後は、東海

•I 第二発電所の見学を皆さんと行う。自分は先週、今日回るコースを確認したが、実にいいコー
・スであったと思う。

〇..

2.＇議題

{1)避離計画の充実化について

匝桓］ ． PAz •UPZ 内の 14 自治体との意見交換における主なご意見について

【内閣府細野地域原子力防災推進官】

圏豆lVま、今回の作業部会の公式の資料であるが、・実際、 14自治体から受けた意見等は、

もっとたくさんあったのでそれを別紙にまとめた。これは、公式の資料とすることは出来ない

が、我々内閣府の人間は、914自治体の皆さんからこれだけ多くの意見をいただいてい・ることを、

きちんと認識していることを分かってもらいたくて作成した。

匿亘召茨城県OFC図上演習の成果の概要，

【小嶋原子力防災専門官（原子力規制庁兼内閣府）】

H26年度来の図上演習を行った。今後、｀継続的に実施していくことにより、要員の対応能力

の向上を図るほか、地域防災計画等の実効性を向上，させられるよう努めていく。 9

恒東海第二発電所に係る避難計画の検討の深化に向けて

［内閣府島主査】 1• 、

内閣府としては、県の広域避難計画がH30..3 月に改定されるのを受けて、今年度中に 14自

治体にて避難計画が策定されているということを望むが、この匝匝国にあるとおり課題が多く

ある。こういった課題解決をすすめるため；今後各市町村9の協ガ（例・えば、要支援者の人数把

握等）を求めることになると思う。
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【資料3に関する細野地域原子力防災推進官からの補足l

広域避難計画を時間をかけて作りこんでいく。そのステップが大事であるのに、．霞が関では

そのごとを理解されない。上司からは「突飛なことを考えず、避難経路を決めていけばいい」

と言われる。バス確保に・ついても「後でいいだろう。よその地域で整理した内容でやっていけ

ばよい」と言われたので、・サラリーマンなのでゃるしかないと思った。

自分としては、毎日地図を見て悩んでいるが、いい案が出ない。

先日、記者会見で「計画を策定することについt.,.'自治体から反対をうけないのか？」と聞

かれたので、「計画をつくることに対して賛成も反対もない。自治体職員は公務員なので」と

．，答えたら、記者も納得していた。

(2)その他．

【内閣府 細野地域原子力防災推進官】

今日、いろいろ説明してきたが、要は複合災害を想定していきましよう、と言うことです。．

皆さん議会で聞かれるのはその点だと思うし、東海第二の場合、稼働していないので単独事故

を想定するのが難しいからです。

自分は、防災を担当するのが今年度初めてなので、 9月から 11月に各市町村を回って大変勉 I I 

強になった。その時に、道路の状況：日立市内の国道6号あたりの渋滞はどうしようもない、

I I'ということも分かったc

ま応茨城県は起伏の犬きい山が多いことも分かったので、仮に原子力災害が起こり、濃い

プルームが放出されたとしても、・山にぶつかって拡散するのではないかとも考えられる。これ

については、今後検証は必要であるとも思っている。

先日、プレスに「96万人が一斉に避難する場合はどんな時かjと聞かれたので、．「大規模な

台風が来たらそうなると思う」と答えたら、納得していた。

↓
ー

. o・ ` 

【県原子力安全対策課】

市町村の避難計画が出来つつある状況については、県としては大変ありがたい状況と思って ．． 

いる。今後は、課題をつぶしていく作業になると思う。課題はたくさんあるのですぐに解決で L 

l.・・o 
きると思っていないが、検討していく中で実効性のある計画になれば、と思っている。9

《質疑》

作業部会で複合災害についても協議していくということであったが、そうな

ると、避難評向を公表するとしても、作業部会でもむべき内容が残るということである。よ

って、今年度計画策定するということは、途中経過になるということか？．、

：［内閣府］途中経過にしがなりえないと思う。決められる部分は決めていくということ。．「も

うそろそろ計画が出来るのではないか」と市民から突き上げられる自治体と、｀「県がまだま

だ課題を解決していないから」と突っぱねる自治体とあると思う。まちまちであろう。

【県】今公表できる内容で計画とするかは、市町村の考え方になると思う。・

緊急時対応がまとまっていなぐて、再稼働させた発電所はあるのか？

［内閣府】ない。しかし、そこはあまりリンクさせないで、再稼働させるかどうかは、首長の
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政治的判断でしてほし屈茨城県知事がいろいろ言っていることは知っているが、緊急時対

応がまとま・っていないと再稼働できない、という制約はない。内閣府としては、•この 2 つは
関係ないと思っている。制約があるとすれば、原子力規制委員会による安全審査の結果のみ

である。

・（県］市町村の計画に緊急時対応を盛り込むのかどうかについても市町村判断になる。緊急時

対応が定まっていないと、実効性があるといえるのか、ということでもあるので。

゜

臣
［内閣府］補正予算がけっこうとれているので、放射線防護施設を希望する市町村は要望して

もらえれば応えられると思う。自分としては、公民館みたいなものを考えている。

［県】放射線防護工事は 10km圏内が対象なので、ここにいる市町村すべてが対象なわけでは

ない。 10km圏内で、避難をするより屋内遜避をした方がよいとする病院等や自由に出かけら

れない人の家などを対象としているものである。

r
、

·c>
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様式第8号（第28条関係）

報告書

文書分類
大 中 簿冊番号 文書番号

~ ~ 

起案年月日 平成29年12月21日 記録者 総務課 石川浩道 儒
副市長 部長 長 課長補佐 主 査 課 員市 長 課 係 長

専決 専決 虚）1 ⑤ ⑰ ⑫ 彎
会議名 保存期間 年

第5回東海第二地域原子力防災協議会作業部会
囀 電話 来訪

区 分
その他（ ） 

主題

1 日時平成29年 12月21日（木）午前 10時30分から 11時35分

2 場所 東 海 村 役 場5階原子力視察研修室

3 出席者 西山課長．石川，近藤係長（他は別紙のとおり）

4 内容

広域避難計画の検討の深化に向けて（内閣府説明）

．避難先，避難経路市民をどのように避難させるのか，この3点が記載されていれば

広域避難計画は策定できる。

・来年度，複合災害への対応についてもこの作業部会で協議をしていくが，今年度中に

広域避難計画を策定する場合は，複合災害の対応が出た時点で計画書を改訂すればよ

い。

・実効性のある避難計画とは， 1 4市町が策定する広域避難計画及び県の広域避難計画

に基づいて国が策定する「東海第二地域の緊急時対応」と考えればよい。

要措置事項

情報公開
" `― 
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く
、
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苓
ャ
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~1~号絡(;19条関係）

平成29年 12月 22日
レヽと

町長 I副町長 I部長 I課長 係長 係員

霧 報告者職戸部蝉課

氏名印主幹奥谷寛之巽募）
--／ 

相手方（会議名） I宛て先

東海第二地域原子力防災協鏃会作業部会

主題 第 5回東海第二地域原子力防災協議会作業部会について

日時平成29年 l2月21日（木） 10時30分から 11時35分頃

場所東海村役場 行政棟5階原子力視察研修室

出席者 内閣府，経済産業省，原子力規制庁，茨城県， UPZ圏内市町村（別紙）

町 小沼総務課長，海老澤防災・危機管理グループ長，記録者（奥谷）

内 容

電話 来訪

内閣府，原子力規制庁，茨城県が合同で，平成29年 9月から 11月にかけて， PAZ・UPZ内の 14自治

体と意見交換を行った内容を整理し，情報共有を行った。意見などは，資料1の内容。（別紙取扱注意の

足資料あり。）

1 1月に実施した原子カオフサイト図上演習の成果（資料2)，東海第二発電所に係る避難計画の検討

（資料3, 4)それぞれの内容を内閣府から説明。

内閣府

各自治体を回り様々な意見をもらった。

現在茨城県は原子力災害のみの広域避難計画を策定しているが，各自治体からも意見があったように，

,-'j後計画を修正し，複合災害（自然災害）を含めた避難計画への見直しが必要であると考える。茨城県で

は3月の改定にむけて作業を進めている。また，自然災害とその他の原子力施設での複合災害も考えられ

ることから，原子力施設が密集している福井県の例を参考にしながら，検討する必要もあると考える。

この東海第二地域の進め方としては，各自治体は広域避難計画の策定，茨城県も 3月に計画の改定，国

は，オペレーション実施に向けた準備検討（各自治体にデータ提供協力を求める）し，緊急時計画の策定

を進める。

但し，自治体の広域避難計画，茨城県の広域避難計画，国の緊急時計画が策定されたとしても，原子力

電施設の再稼働とは別であると認識している。

原子力発電所には，様々な検査，延長申請等もあるため，つながりはない。

自治体が作る広域避難計画か，細かなところまで作りこむか，基本的なところまでの計画なのか，全国

の自治体で様々であるので，各自治体の考え方に任せる。

茨城県

広域避難計画の策定は進んでいるかと。課題を一つ一つつぶしていかないと，実行性のある計画が出来

上がらないと思っている。一つ一つ潰していきたい。時間的にどれだけかかるかわからないが，支援して

いきたい。

開示 ・

非開示

の区分

開示

一部

非開示

非開示

非開示の部
分 ・理由 l茨城町情報公開条例条第号該当

開示可能時期
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第5回東海第二地域原子力防災協議会作業部会

議事次第 ・

1 開催日時

平成29年 1.2月21日（木） 10:30,.....,12:00 

咽し い給'-

分J.フ：和牙ク

（打胤和）．、

2 開催場所

東海村役場行政棟5階原子力視察研修室

（
 3 議題

(1) 避難計画の充実化について

(2) その他

(． 
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